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Science Based Targets(SBT)認定の取得に関するお知らせ 

 

 

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本投資法人が定めた GHG（温室効果

ガス）排出量削減目標において、Science Based Targets（以下「SBT」といいます。）認定を取得しました

ので、お知らせ致します。 

記 

SBT 認定の概要 

 SBT とは、CDP、国連グローバル・コンパクト、WRI（世界資源研究所）、WWF（世界自然保護基金）に 

よって 2015 年に設立された国際的な共同イニシアティブである、「Science Based Targets initiative（以下「SBTi」

といいます。）」により認定される、科学的根拠に基づいた GHG 排出量削減目標です。SBT 認定を取得する

ためには、 GHG 排出量削減目標を、国際的枠組みである「パリ協定」（気候変動による世界の平均気温の上

昇を産業革命時期比で最大でも 2℃末満に抑え、1.5℃未満を目指す）が求める水準に整合させることが求め

られています。 

 本投資法人は GHG 排出量のうち Scope1、Scope2 について 2030 年までに 2018 年比で 50％削減する目標を

設定、Scope3 についても測定と削減を約束し、本内容が SBTi により 2024 年 3 月 1 日に認定されました。 

 

なお、本投資法人は、GHG 排出量削減目標について、2024 年 1 月 18 日付で公表した中期目標「NEXT VISION 

Ⅱ」において、ポートフォリオの GHG（Scope1、Scope2）総排出量を 2030 年迄に 90%削減（2018 年比）する

ことを新たな目標として設定しています。この目標の水準は SBT の基準を上回る水準ですが、今後も再生可

能エネルギー由来の電力導入、設備の更新等 GHG 削減に積極的に取り組む事で引き続き ESG に配慮した企業

運営に努めていきます。 

 

 

 

 

 

以 上 

＊ 本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/ 
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